
消費税・地方消費税率の 10％への引上げが低所得者・子育て世帯の消費に与える影響を

緩和するとともに、地域における消費を喚起・下支えすることを目的として、プレミアム

付商品券を販売します。 

 報道機関各位  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                          

  対 象 者 ①2019 年度住民税非課税者で商品券購入引換券をお持ちの方 

②平成 28 年４月２日～令和元年９月 30 日までの間に生まれた子

が属する世帯の世帯主で商品券購入引換券をお持ちの方 

  販 売 期 間 令和元年９月 20 日～令和２年２月 21 日（土日祝日除く） 

  販売場所・日時 ・箕輪郵便局 9:00～18:00 

         ・木下郵便局 9:00～17:00 

         ・東箕輪郵便局 9:00～17:00 

         ・箕輪町役場企画振興課 9:00～17:00 

  特設販売窓口 ９月 28 日（土）・29 日（日） 10:00～15:00  

箕輪町役場１階町民ホール 

  使用可能期間 令和元年 10 月１日～令和２年２月 29 日 

  販 売 単 位 １冊 5,000 円分（1,000 円券×５枚）の商品券を 4,000 円で販売 

         対象者１人あたり５冊まで購入可能 

  そ の 他  対象者①で未申請の方は、令和２年１月 31 日まで申請可能です。 

         

箕輪町役場 企画振興課 プレスリリース  

令和元年 ９月 17 日 発信 

企画振興課 まちづくり政策係 
(課長) 毛利 岳夫 (担当) 小笠原岳大 
電 話：0265－79－3111（内線）113 
ＦＡＸ：0265－79－0230 
Ｅ‐mail：kizai@town.minowa.lg.jp 

箕輪町プレミアム付商品券の販売について 

箕輪町 

添付資料 有  無 






